
年
に
一
度
の
機
会
で
す
！
早
め
に
特
定
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

第 15回秋川渓谷観光
デジタルフォトコンテスト
【春・夏の部】開催！

　秋川渓谷の四季折々の自然や年中行事、里山
やまちの風景などを撮影した作品（デジタル画
像）を募集します。

○募集期間　８月31日㈭まで
○結果発表　10月中旬
○募集内容　今回は、「うららかな春・すずや

かな夏」をテーマに市内で撮影された、春・
夏を感じる写真を募集します。自然や風景、
建造物、イベントなどジャンルは問いませ
ん。

○応募要件　２月16日㈭から８月31日㈭まで
に応募者本人が撮影した未発表作品

●作品は、デジタルカメラやスマートフォンな
どで撮影した画像データ（ＪＰＥＧ形式で10
ＭＢ以内）

●カラー、モノクロは問いません。

●１人５点まで
○入賞　応募作品の中から金賞１点、銀賞１点、

特別賞２点を選出します。
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。

８月の市民相談（予約制・無料）

○市役所
●相続・遺言など暮らしの手続相談…４日㈮
●法律相談…８日㈫・22日㈫
●交通事故相談…９日㈬
●税務相談…14日㈪
●登記相談…18日㈮
●人権身の上相談…25日㈮
○五日市出張所
●法律相談…３日㈭
●行政相談…23日㈬
○時間　午後１時30分～４時30分
○予約　市民相談は、全て予約制で随時、電話で受け付けていま

す。同一種類の相談を相談終了時まで複数回予約することはで
きません。
○その他の相談（随時）　相談先が不明な場合などは、市職員が

担当窓口の案内や専門の相談員を紹介する等解決に向けたお手
伝いをします。
○予約・問合せ　市民課市民相談窓口係 （直通５５８－１２１６）

予約制の相談

▽
期
日

３
日
㈭

▽
時
間

午
前
９
時
45
分
～
10
時
45

分
※
時
間
を
15
分
間
隔
で
５
回
に
分
け

て
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
場
所

五
日
市
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
定
員

親
子
10
組
（
申
込
み
順
）

▽
そ
の
他

電
話
で
の
育
児
相
談
も

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

子
ど
も
家
庭

歯
科
医
師
に
よ
る
口
の
中
の
健
康

診
断
で
す
。

▽
期
日
・
受
付
時
間

●
８
月
10
日
㈭
・
22
日
㈫
…
午
前
９

時
～
10
時

●
８
月
28
日
㈪
…
午
後
１
時
30
分
～

２
時
30
分

※
15
分
間
隔
で
５
回
に
分
け
て
予
約

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
場
所

あ
き
る
野
保
健
相
談
所

▽
離
乳
食
づ
く
り
ス
タ
ー
ト
コ
ー
ス

離
乳
食
づ
く
り
の
方
法
や
進
め
方

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

●
期
日
…
８
月
31
日
㈭

●
対
象
…
お
お
む
ね
４
か
月
か
ら
６

金賞　新緑の沢戸橋／
ＯＣＥＡＮさん

銀賞　盛夏！秋川！／
カムさん

市ホームページ

支
援
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
係
（
☎

５
５
０
・
３
３
４
０
）

▽
対
象

４
歳
未
満
の
子
ど
も

▽
定
員

各
日
20
人
（
申
込
み
順
）

▽
申
込
み
方
法

電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

子
ど
も
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
係
（
☎

５
５
０
・
３
３
４
０
）

か
月
ま
で
の
子
ど
も
の
保
護
者

▽
幼
児
食
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

幼
児
食
の
進
め
方
や
作
り
方
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

●
期
日
…
８
月
29
日
㈫

●
対
象
…
お
お
む
ね
１
歳
頃
ま
で
の

子
ど
も
の
保
護
者

▽
時
間

各
コ
ー
ス
２
回
ず
つ
開
催

し
ま
す
。

※
各
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

●
１
回
目
…
午
前
10
時
～
10
時
40
分

●
２
回
目
…
午
前
10
時
50
分
～
11
時

30
分

▽
場
所

あ
き
る
野
保
健
相
談
所

▽
定
員

各
回
４
人
（
申
込
み
順
）

▽
そ
の
他

保
育
室
あ
り
（
対
象
乳

児
の
み
・
教
室
予
約
時
に
要
申

請
）

▽
申
込
み
方
法

電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

子
ど
も
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
係
（
☎

５
５
０
・
３
３
４
０
）　カレーの作り置き食中毒が起きています。原因は「ウェルシュ菌」です。ウェ

ルシュ菌は人、動物、土壌、食品などに存在しています。大量に増殖した状態で

人が食べると小腸内でさらに増え、毒素を出して腹痛や下痢を引き起こします。

また、ウェルシュ菌は生存に適さない環境になると、殻のような「芽胞」を作り

ます。芽胞は100℃で１時間以上の加熱にも耐えるといわれています。すぐに食

べれば問題ありませんが、室温に放置され温度が50℃くらいになると、熱から

生き残った細菌の胞子が発芽して、大量に増殖すると、食中毒を引き起こします。

増殖速度が最も早いのは45℃のため、大量のカレー、シチュー、肉じゃが、麻

婆豆腐など、とろみがあり中心の温度がゆっくり下がるものは注意が必要です。

大量の調理を避け調理後はすぐに食べる、保存する場合は早く冷めるよう小分け

にして冷蔵庫に入れるなど、安全に配慮しておいしい「２日目のカレー」を楽し

みましょう。

○あきる野市消費生活相談窓口　契約に関するトラブルや悪質商法など、消費生

活に関して困ったときは、一人で悩まず、気軽に相談してください。

●開設日時…毎週月曜・木曜日（祝日、年末・年始を除く）午前９時～午後４時

（正午～午後１時を除く）

※予約不要

●場所…市役所１階市民相談室

※月曜・木曜日以外でお急ぎのときは、東京都消費生活総合センターに相談して

ください。

○東京都消費生活総合センター
●開設日時…毎週月曜～土曜日（祝日、年末・年始を除く午前９時～午後５時）

●問合せ…消費生活相談（☎０３－３２３５－１１５５）

○消費者トラブル対策本「くらしの豆知識」を無料で配布（なくなり次第終了）。　
希望の方は、消費生活相談窓口までお越しください。

問合せ　商工振興課商工振興係

くらしの知恵袋
～消費生活相談情報～

「２日目のカレー」に注意！

観光情報　東京のふるさとあきる野
　担当課　観光まちづくり推進課観光まちづくり推進係

（☎５９５－１１３５）

第１３回受賞作品
（賞「タイトル」／ニックネーム）

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和５年（2023年）７月15日 （6）

（以下は広告枠です）

８
月
の
乳
幼
児
の
育
児
相
談
と

身
体
測
定（
予
約
制
）

８
月
の
乳
幼
児
歯
科
健
診

（
予
約
制
）

に
こ
に
こ
離
乳
食
教
室

（
予
約
制
）


